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松本圏域に「新型コロナウイルス特別警報」を発出したことに伴うメッセージの 

周知について（依頼） 

 

 

 日ごろより公益活動の推進に御尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策に関する感染防止策等に格別の御高配を賜り、重ねて

御礼申し上げます。 

松本圏域においては、11 月 24 日に感染警戒レベルをレベル３に引き上げ、「新型コロ

ナウイルス警報」を発出したところですが、その後も陽性者の確認が相次いでおり、直近

１週間（12月 29日～１月４日）の新規陽性者は 54人で、人口 10万人当たり 12.81人と

なっています。 

これは、感染警戒レベルを４に引き上げる目安となる基準に該当し、また、集団発生や

多数の感染経路が不明の事例などのリスクの高い事例が発生しており、「感染が拡大しつ

つあり、特に警戒が必要な状態」であると認められるため、同レベルを４に引き上げ、「新

型コロナウイルス特別警報」を発出しました。 

つきましては、レベルの引上げに当たっての県民及び事業者の皆様に対するメッセージ

を別添のとおり決定しましたので、貴法人の社員、役員、評議員等の皆様に対し周知してい

ただくようお願いします。 
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